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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成22年7月29日(2010.7.29)

【公開番号】特開2008-312126(P2008-312126A)
【公開日】平成20年12月25日(2008.12.25)
【年通号数】公開・登録公報2008-051
【出願番号】特願2007-160223(P2007-160223)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｌ  12/56     (2006.01)
   Ｈ０４Ｌ  29/06     (2006.01)
   Ｈ０４Ｌ   1/16     (2006.01)
   Ｈ０４Ｌ   1/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｌ  12/56    ３００Ａ
   Ｈ０４Ｌ  12/56    ２３０Ｚ
   Ｈ０４Ｌ  13/00    ３０５Ｄ
   Ｈ０４Ｌ   1/16    　　　　
   Ｈ０４Ｌ   1/00    　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成22年6月15日(2010.6.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画像データのパケットをデータ受信装置に送信するデータ送信装置であって、
　前記動画像データのパケットの重要度を設定する設定手段と、
　前記設定手段によって設定されたパケットの重要度を記憶部に記憶させる記憶手段と、
　前記動画像データのパケットを前記データ受信装置に送信するとともに、前記データ受
信装置からパケットの再送要求を受信する通信手段と、
　前記通信手段によって受信された再送要求からパケットの損失率を算出する算出手段と
、
　前記算出手段によって算出されたパケットの損失率と前記記憶部に記憶された重要度と
から前記データ受信装置に再送する再送パケットを決定する決定手段と、
　前記決定手段によって決定された再送パケットを前記データ受信装置に送信する再送手
段とを備えることを特徴とするデータ送信装置。
【請求項２】
　前記設定手段は、前記動画像データのパケット毎に重要度を設定し、
　前記記憶手段は前記設定手段により設定されたパケット毎の重要度を前記記憶部に記憶
させることを特徴とする請求項１に記載のデータ送信装置。
【請求項３】
　前記設定手段は、前記動画像データのフレーム単位で重要度を設定し、
　前記記憶手段は、前記フレーム単位で設定された重要度をパケット毎に前記記憶部に記
憶させることを特徴とする請求項１または２に記載のデータ送信装置。
【請求項４】
　前記設定手段は、前方のフレームを参照して圧縮されている複数のＰフレームのうち、
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第１のＰフレームの重要度が当該第１のＰフレームよりも後に送信される第２のＰフレー
ムの重要度よりも高くなるように、重要度を設定することを特徴とする請求項１～３の何
れか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項５】
　前記算出手段は、第１の期間における第１の損失率を、前記第１の期間に再送要求され
たパケット数に基づいて算出すると共に、前記第１の期間よりも長い第２の期間の第２の
損失率を、前記第２の期間に再送要求されたパケット数に基づいて算出し、
　前記決定手段は、前記第１及び第２の損失率と前記重要度とから再送パケットを決定す
ることを特徴とする請求項１～４の何れか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項６】
　前記通信手段は、前記動画像データのパケットを第１の接続優先度が設定された第１の
データ受信装置、及び第２の接続優先度が設定された第２のデータ受信装置に送信し、
　前記決定手段は、前記算出手段により算出された前記第１及び第２のデータ受信装置に
対するパケットの損失率が同じ場合、前記第１の接続優先度の前記第１のデータ受信装置
からの再送要求に応じた第１の再送パケットを送信し、前記第１の接続優先度よりも低い
前記第２の接続優先度の前記第２のデータ受信装置からの再送要求に応じた第２の再送パ
ケットであって、前記第１の再送パケットと重要度が同じ第２の再送パケットを送信しな
いことを決定することを特徴とする請求項１～５の何れか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項７】
　前記決定手段は、前記データ送信装置の帯域使用率、及び、前記データ送信装置の処理
負荷に基づいて、再送レベルを決定し、第１の再送レベルが設定された場合、前記第１の
再送レベルよりも低い第２の再送レベルが設定された場合よりも多くの再送パケットが送
信されるように、再送パケットを決定することを特徴とする請求項１～６の何れか１項に
記載のデータ送信装置。
【請求項８】
　前記決定手段は、前記算出された損失率が第１の損失率の場合、当該第１の損失率より
も高い第２の損失率の場合よりも多くの再送パケットが送信されるように、前記再送パケ
ットを決定することを特徴とする請求項１～７の何れか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項９】
　請求項１～８の何れか１項に記載のデータ送信装置と、当該データ送信装置からパケッ
トを受信するデータ受信装置とを備えることを特徴とするデータ送受信システム。
【請求項１０】
　動画像データのパケットをデータ受信装置に送信するデータ送信装置が行う制御方法で
あって、
　前記動画像データのパケットの重要度を設定する設定工程と、
　前記設定工程において設定されたパケットの重要度を記憶部に記憶させる記憶工程と、
　前記動画像データのパケットを前記データ受信装置に送信するとともに、前記データ受
信装置からパケットの再送要求を受信する通信工程と、
　前記通信工程において受信された再送要求からパケットの損失率を算出する算出工程と
、
　前記算出工程において算出されたパケットの損失率と前記記憶部に記憶された重要度と
から前記データ受信装置に再送する再送パケットを決定する決定工程と、
　前記決定工程において決定された再送パケットを前記データ受信装置に送信する再送工
程とを備えることを特徴とするデータ送信装置の制御方法。
【請求項１１】
　動画像データのパケットをデータ受信装置に送信するデータ送信装置を制御するための
プログラムであって、
　前記動画像データのパケットの重要度を設定する設定工程と、
　前記設定工程において設定されたパケットの重要度を記憶部に記憶させる記憶工程と、
　前記動画像データのパケットを前記データ受信装置に送信するとともに、前記データ受
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信装置からパケットの再送要求を受信する通信工程と、
　前記通信工程において受信された再送要求からパケットの損失率を算出する算出工程と
、
　前記算出工程において算出されたパケットの損失率と前記記憶部に記憶された重要度と
から前記データ受信装置に再送する再送パケットを決定する決定工程と、
　前記決定工程において決定された再送パケットを前記データ受信装置に送信する再送工
程とをコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】データ送信装置、及びデータ送受信システム
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明はデータ送信装置、データ送受信システム、データ送信装置の制御方法、及びプ
ログラムに関し、特に、回線状況やパケットの重要度に応じて再送の動作を制御するため
に用いて好適な技術に関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明のデータ送信装置は、動画像データのパケットをデータ受信装置に送信するデー
タ送信装置であって、前記動画像データのパケットの重要度を設定する設定手段と、前記
設定手段によって設定されたパケットの重要度を記憶部に記憶させる記憶手段と、前記動
画像データのパケットを前記データ受信装置に送信するとともに、前記データ受信装置か
らパケットの再送要求を受信する通信手段と、前記通信手段によって受信された再送要求
からパケットの損失率を算出する算出手段と、前記算出手段によって算出されたパケット
の損失率と前記記憶部に記憶された重要度とから前記データ受信装置に再送する再送パケ
ットを決定する決定手段と、前記決定手段によって決定された再送パケットを前記データ
受信装置に送信する再送手段とを備えることを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明のデータ送受信システムは、前記データ送信装置と、当該データ送信装置からパ
ケットを受信するデータ受信装置とを備えることを特徴とする。
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【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明のデータ送信装置の制御方法は、動画像データのパケットをデータ受信装置に送
信するデータ送信装置が行う制御方法であって、前記動画像データのパケットの重要度を
設定する設定工程と、前記設定工程において設定されたパケットの重要度を記憶部に記憶
させる記憶工程と、前記動画像データのパケットを前記データ受信装置に送信するととも
に、前記データ受信装置からパケットの再送要求を受信する通信工程と、前記通信工程に
おいて受信された再送要求からパケットの損失率を算出する算出工程と、前記算出工程に
おいて算出されたパケットの損失率と前記記憶部に記憶された重要度とから前記データ受
信装置に再送する再送パケットを決定する決定工程と、前記決定工程において決定された
再送パケットを前記データ受信装置に送信する再送工程とを備えることを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明のプログラムは、動画像データのパケットをデータ受信装置に送信するデータ送
信装置を制御するためのプログラムであって、前記動画像データのパケットの重要度を設
定する設定工程と、前記設定工程において設定されたパケットの重要度を記憶部に記憶さ
せる記憶工程と、前記動画像データのパケットを前記データ受信装置に送信するとともに
、前記データ受信装置からパケットの再送要求を受信する通信工程と、前記通信工程にお
いて受信された再送要求からパケットの損失率を算出する算出工程と、前記算出工程にお
いて算出されたパケットの損失率と前記記憶部に記憶された重要度とから前記データ受信
装置に再送する再送パケットを決定する決定工程と、前記決定工程において決定された再
送パケットを前記データ受信装置に送信する再送工程とをコンピュータに実行させること
を特徴とする。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
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